
猫の適正飼養についてのお願い

市には、猫のことでお困りの市民の方から、日々、たくさんのご相談が入つております。

あなたのかわいがつている猫が、地域の人に愛されるよう、適正に飼養しましよう。
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飼い主のいない猫 (野良猫)について        ふt:

飼い主のいない猫に給餌をしている人は次の点を心がけてください。感じ誉 t
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①不妊去勢手術を受けさせましよう         .■ ,0を 」挙=尋●誉∵ふじ

猫は、生後半年頃から繁殖可能となり、年に2～ 3回、一度で 2～ 6匹出産します。かわいいから、

お腹を空かせてかわいそうだから…とエサをあげていると、あつという間に数が増えてしまいます。

不幸な命を増やさないためにも、盤』L工」産 菫 LL望 日堕塁墜ヨ興響塾宙車車型Lとュ。 )dl・

(生後 3ヶ月頃から、不妊去勢手術の実施が可能です。獣医師の判断に従つてください。)  [・―・よ

また、壬」堕■』」I強咀 目旦堕LEE遡饉腱」菫壺LとE二登ことが有効です。   (:

② 適正飼養に努めましよう

飼い主のいない猫 (野良猫)にエサをあげる場合は、
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また、近隣に糞尿被害を出さないためにも、盤聾壺1上昼IL過」l國1凶|=:」|ど1型里:巨し、近隣

ましよう。
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※茅ヶ崎市では、飼い主のいない猫対策として、市民活動団体と協働で『飼い主のいない猫の不妊去

勢手術及び猫の適正管理普及啓発事業』を行っています。

飼い猫について
猫を飼っている人は次の点を心がけてください。
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① 室内で飼いましよう
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気の感染や、交通事故、迷子などの危険から猫

屋外に出てしまう場合は…

。近隣への糞尿被害やいたずらの防止、

自身を守るために室内で飼いましよう。

猫同士での病

を防ぐためにも、至担塾塵圧ヨ睦壺量屋量奎」LA2。
② 不妊去勢手術を受けさせましよう

猫は、年に 2～ 3回出産します。望まない繁殖

③ ふんは、飼い主が責任をもつて始末しましよう
猫はやわらかい土や砂場、落ち葉がたまっているところなどにふんをする習性があります。

自宅に猫用の トイレを設置し、近隣にふん尿被害が出ないよ 」饉∠2L⊇旦甕■」ヨ逸と2

④ 首輪と迷子札をつけましよう
飼い猫は、身元表示が法令で努力義務となっています。

【お問合わせ先】茅ヶ崎市保健所 衛生課 環境衛生担当

電話 0467-38-3317(直 通)

迷子や災害時などにも備え、飼い猫であることがわかるように、首整生遡菫ヨコ塵
=22主

しよ二。


